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研究ノート

は
じ
め
に

フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
は
、
一
九
八
四
年
一
月
二

O
日
判
決
に
お
い
て
、
高

等
教
育
に
関
す
る
法
律
の
規
定
の
う
ち
、
す
べ
て
の
範
鴫
の
教
員
が
単
一

選
挙
母
体

(g】
]
巾
官
色

R
E
S
-
5
5ロ
巾
)
を
構
成
し
て
大
学
評
議
会

(
8
5巾
-
E・包
S
E
E
E己
O
ロ
)
に
教
授
の
代
表
を
選
挙
す
る
規
定
を
、
教

員
の
表
現
の
自
由
と
独
立
お
よ
び
教
授
の
独
立
の
観
点
か
ら
違
憲
と
判
断

し
て
注
目
さ
れ
た
。
こ
の
憲
法
院
の
違
憲
判
決
に
よ
っ
て
違
憲
と
さ
れ
た

諸
規
定
を
取
り
除
い
て
、
一
九
八
四
年
一
月
二
六
日
の
高
等
教
育
に
関
す

る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
社
会
党
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
が
政

権
担
当
後
行
政
上
の
大
改
革
と
し
て
行
っ
た
地
方
分
権
化
と
公
役
務
の
民

主
化
の
諸
施
策
の
う
ち
、
公
役
務
の
民
主
化
の
一
環
と
し
て
、
大
学
職
員

お
よ
び
大
学
の
利
用
者
で
あ
る
学
生
を
大
学
の
行
政
に
参
加
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
よ
り
民
主
的
な
新
し
い
大
学
を
創
進
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
し
て
、
支
配
的
な
諸
組
合
が
最
も
重
視
し
て
い
た
条
項
が
憲
法
院

に
よ
っ
て
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
一
年
六
月
一
四
日
お
よ
び
二
一
日
の
国
民
議
会
選
挙
に
お
け
る

社
会
党
の
勝
利
に
よ
っ
て
六
月
一
一
一
二
日
に
成
立
し
た
第
二
次
モ
ロ
ワ
内
閣

の
ア
ラ
ン
・
サ
ヴ
ァ
リ
イ
(
〉
E
Z
ω
白
〈
町
三
国
民
教
育
大
臣
は
、
直
ち

に
高
等
教
育
改
革
に
関
心
を
示
し
、
同
年
九
月
一
七
日
に
は
、
新
た
に
高

等
教
育
の
方
向
づ
け
の
法
律
を
一
九
八
二
年
秋
に
議
会
に
提
案
す
る
こ
と

を
予
告
し
た
。
一
九
八
一
年
一
一
月
に
新
し
い
法
案
の
準
備
作
業
を
行
う

た
め
に
、
ク
ロ
ー
ド
・
ジ
ャ
ン
テ

(
n
E
C仏巾』
g
E
E
)
を
委
員
長
と
し
、

大
学
教
授
と
国
民
教
育
省
の
幹
部
職
員
で
構
成
さ
れ
る
委
員
会
を
設
置
し

た
。
ジ
ャ
ン
テ
委
員
会
の
検
討
を
経
て
、
幾
つ
か
の
草
案
が
起
草
さ
れ
た
。

国
民
教
育
大
臣
は
、
一
九
八
二
年
一

O
月
八
日
に
、
大
学
学
長
会
議
、
技

師
免
状
を
交
付
す
る
公
立
施
設
お
よ
び
学
校
責
任
者
総
会
の
構
成
員
、
お

よ
び
大
施
設
の
責
任
者
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
法
案
の
主
要
な
方
針
を

示
し
た
。
一
九
六
八
年
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
三
つ
の
原
則
、
即
ち
、
学

際
性
、
自
治
お
よ
び
参
加
へ
の
固
執
、
同
時
に
よ
り
前
進
さ
せ
る
意
志
。

学
生
を
よ
り
多
数
集
め
、
社
会
的
不
平
等
を
減
少
さ
せ
、
そ
し
て

他
の
工
業
国
と
比
べ
て
認
め
ら
れ
る
遅
れ
を
取
り
戻
す
必
要
性
。

高
等
教
育
の
増
大
す
る
発
展
お
よ
び
契
約
に
よ
る
政
策
の
作
成
。

一
方
で
は
専
門
学
校
と
学
院
、
他
方
で
は
大
学
と
い
う
こ
つ
の
大

き
な
養
成
方
式
の
接
近
。

大
学
教
育
の
再
組
織
化
、
二
番
目
の
課
程
で
職
業
的
目
的
が
強
め

ら
れ
る
三
つ
の
課
程
の
維
持
。
生
涯
教
育
が
通
常
の
、
か
つ
完
全
に
統
合

さ
れ
た
任
務
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。

高
等
教
育
の
国
際
化
の
確
立
。
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フランスにおける大学教授の独立

国
民
教
育
省
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
原
案
は
、
大
学
学
長
会
議
、
高
等

教
育
・
研
究
全
国
評
議
会
、
国
民
教
育
上
級
評
議
会
、
経
済
社
会
会
議
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
諮
問
に
付
さ
れ
た
。
諮
問
の
な
か
で
出
さ
れ
た
意

見
を
考
慮
し
て
、
国
民
教
育
大
臣
が
議
会
の
審
議
に
付
託
し
た
法
案
は
、

一
九
八
三
年
五
月
二
三
日
に
配
布
さ
れ
た
。
法
案
の
特
徴
と
し
て
次
の
五

点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

①
高
等
教
育
の
一
つ
の
公
役
務
の
創
設
。
法
律
は
、
中
等
教
育
以
後

の
公
教
育
を
行
う
す
べ
て
の
施
設
に
適
用
さ
れ
る
。

②
教
育
は
課
程
(
ミ

n-g)
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
。
第
一
課
程
は
、

方
向
づ
け
の
任
務
を
確
立
し
、
発
展
さ
せ
る
。
第
二
課
程
の
な
か
で
、
教

育
は
職
業
化
さ
れ
、
選
択
が
許
さ
れ
る
。
第
三
課
程
は
、
研
究
に
よ
る
研

究
に
向
け
て
の
教
育
で
あ
る
。

③
法
律
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
施
設
は
、
「
科
学
的
・
文
化
的
・
職
業

的
性
格
を
有
す
る
公
施
設
法
人
」

(mgσ-g巾
5
2
Z
宮
σロ
日
脚

2
・

z
n
B
B
R
-
g
E
S
E・
g
-
E円
丘
四
仲
買
え

g
位
。
ロ
ロ
巾
-
)
で
あ
る
。

④
県
、
地
域
お
よ
び
全
国
組
織
の
構
造
の
み
が
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
の

権
限
、
役
割
お
よ
び
構
成
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

⑤
法
律
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
新
し
い
状
態
へ
の
移
行
の
条
件
に
つ

い
て
は
、
一
年
の
期
聞
が
高
等
教
育
施
設
に
規
程
の
改
正
の
た
め
に
与
え

ら
れ
る
。
教
育
研
究
単
位

(
E
E叩印円四・
2
8
-
m
5
5
2
Z
E巾
3nyRnZ)

が
廃
止
さ
れ
、
複
数
の
学
問
分
野
に
属
す
る
教
員
H
研
究
員
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
教
育
研
究
単
位

(
5志
∞
号
守
口

g丹
芯
ロ
え
号

znvRnv巾)

に
代
え
ら
れ
る
。

国
民
議
会
で
の
法
案
の
審
議
は
一
九
八
三
年
五
月
二
四
日
に
始
め
ら
れ

た
が
、
議
会
の
内
外
で
の
反
対
も
か
な
り
強
か
っ
た
。
国
民
議
会
で
は
、

幾
つ
か
の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
後
、
高
等
教
育
に
関
す
る
法
律
案
は
、
一

九
八
三
年
六
月
一

O
日
に
賛
成
三
二
五
名
、
反
対
一
六

O
名
で
可
決
さ
れ

た
。
元
老
院
は
、
一
九
八
三
年
一

O
月
二
六
日
に
法
案
の
審
議
を
開
始
し

た
。
元
老
院
は
、
高
等
教
育
公
役
務
の
概
念
を
否
定
し
て
、
法
律
の
適
用

範
囲
を
、
大
学
以
外
の
高
等
教
育
施
設
が
加
わ
る
可
能
性
を
残
し
つ
つ
、

大
学
に
厳
格
に
限
定
す
る
こ
と
、
大
学
評
議
会
の
構
成
に
つ
い
て
、
教
授

の
代
表
を
強
化
し
、
ま
た
、
単
一
選
挙
母
体
の
概
念
を
放
棄
す
る
こ
と
な

ど
、
重
要
な
点
に
修
正
を
加
え
、
一
九
八
三
年
一
一
月
一
五
日
に
賛
成
二

O
四
名
、
反
対
一

O
四
名
で
法
案
を
可
決
し
た
。
両
議
院
の
意
見
が
一
致

し
て
い
な
い
た
め
、
同
年
一
一
一
月
一
日
に
両
院
協
議
会
が
聞
か
れ
た
が
、

両
議
院
の
意
見
が
対
立
し
た
ま
ま
成
案
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

国
民
議
会
は
、
第
二
回
審
議

S
2巴
巾

g
m
Z
2
R
S
で
審
議
し
、
一
九

八
三
年
一

O
月
一

O
日
に
第
一
回
審
議
で
採
択
し
た
法
案
に
非
常
に
近
い

内
容
の
法
案
を
同
年
一
一
一
月
一

O
日
に
可
決
し
た
。
元
老
院
は
、
一
二
月

一
五
日
の
会
議
で
、
一
般
討
論
の
後
、
国
民
議
会
に
よ
っ
て
新
た
に
採
択

北法39(5-6・II・595)1835
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さ
れ
た
法
案
を
審
議
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
て
、
そ
の
法
案
を

賛
成
二

O
六
名
、
反
対
一

O
六
名
で
否
決
し
た
。
そ
こ
で
、
国
民
議
会
は
、

一
二
月
ニ

O
目
、
第
三
回
審
議
で
、
賛
成
三
二
六
名
、
反
対
二
ハ
一
名
で

法
案
を
可
決
し
た
の
で
あ
る
。

憲
法
院
へ
の
提
訴

高
等
教
育
に
関
す
る
法
律
案
が
国
民
議
会
で
最
終
的
に
可
決
さ
れ
た

後
、
一
二
月
一
一
一
日
に
は
、
保
守
系
の
中
道
連
合
お
よ
び
共
和
国
連
合
(
R

P
R
)
の一

O
O名
の
元
老
院
議
員
が
、
翌
二
二
日
に
は
、
同
じ
く
保
守

系
の
共
和
国
連
合

(
R
P
R
)
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
民
主
連
合

(
U
D
F
)

の
八
六
名
の
国
民
議
会
議
員
か
ら
憲
法
院
へ
違
憲
の
申
立
が
な
さ
れ
た
。

元
老
院
議
員
か
ら
の
違
憲
の
申
立
は
、
教
育
の
自
由

(
5
R広
骨

て

g足
首

5
5
8件
)
の
主
張
を
中
軸
に
す
え
て
い
る
。
教
育
の
自
由
は
、
「
憲

法
お
よ
び
憲
法
院
判
例
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
基
本
的
自
由
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
教
育
の
自
由
の
原
則
が
高
等
教
育
に
適
用
さ
れ
て
、
大
学

の
自
治
と
教
授
団
の
独
立
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
大
学
の
自
治
は
、
「
大

学
お
よ
び
同
類
の
施
設
が
、
執
行
権
、
政
党
、
組
合
組
織
な
ら
び
に
す
べ

て
の
圧
力
団
体
に
対
す
る
十
分
な
独
立
性
を
も
っ
て
、
現
行
法
の
尊
重
の

な
か
で
、
自
由
に
組
織
さ
れ
、
運
営
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
L

こ
と
を
意
味
す
る
。
教
授
団
は
、
「
そ
の
任
務
の
遂
行

に
お
い
て
真
の
独
立
性
を
享
受
す
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
、
「
教
育

お
よ
び
研
究
が
批
判
と
革
新
を
内
包
し
、
い
か
な
る
強
制
も
認
識
の
発
展

と
普
及
に
作
用
す
べ
き
で
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

具
体
的
な
法
律
の
条
文
と
の
関
係
で
は
、
「
大
学
評
議
会
」

(gロ印巾己円円

白
色
ヨ
宮
町
可
巳
芯
ロ
)
、
「
学
術
評
議
会
」

(no口出巾己凹円円

g
E
E
C
m
)
お
よ
び

「
教
務
・
学
生
生
活
評
議
会
」
(
円
。
ロ
お
ニ

a
g
m
門邑
2

2
号

z
i巾

z
E
4角
田
一
宮
町
巾
)
に
お
け
る
教
員
代
表
の
選
挙
母
体
を
、
教
授
、
主
任
助
手

(
B即
日

2
・巾
l

田町田町

g
ロ
円
)
、
助
手
と
い
っ
た
異
な
る
範
鴫
に
属
す
る
教
員
を

一
緒
に
し
て
「
単
一
選
挙
母
体
」

(g-汚肉巾
m-RZE}
ロE
C
C
巾
)
と
す
る

旨
定
め
た
条
項
が
、
教
員
の
代
表
を
単
一
選
挙
母
体
か
ら
選
挙
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
教
授
の
役
割
と
地
位
を
弱
め
、
組
合
の
影
響
力
を
強
く
す
る

こ
と
に
な
り
、
大
学
の
自
治
と
教
授
団
の
独
立
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。こ
れ
に
対
し
て
、
国
民
議
会
議
員
か
ら
の
違
憲
の
申
立
の
中
心
的
な
論

北法39(5-6・II.596) 1836 



プランスにおける大学教授の独立

点
は
、
教
員
代
表
の
「
単
一
選
挙
母
体
」
を
定
め
る
規
定
が
代
表
の
原
則

(
匂
ユ
ロ
巳
匂
巾
母
吋
巾
匂
芯
∞

g
g巴
O
ロ
)
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
そ
の
代
表
性
が
一
の
選
挙
さ
れ
た
会
議
体
に
お
い
て
確
保
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
人
ま
た
は
範
鷹
の
み
が
、
彼
等
の
代
表
者

の
選
任
に
参
加
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
原
則
は
、
憲
法
第

三
条
お
よ
び
、
黙
示
的
で
あ
る
が
必
然
的
に
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
第
三

条
に
よ
っ
て
政
治
的
選
挙
に
対
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
他

方
、
こ
の
原
則
に
従
っ
て
投
票
を
常
に
規
制
し
て
き
た
共
和
国
の
諸
法
律

か
ら
、
被
代
表
者
の
み
が
彼
等
の
代
表
者
の
選
挙
に
参
加
す
る
こ
と
が
引

き
出
さ
れ
る
こ
と
、
す
べ
て
の
行
政
的
、
職
業
的
ま
た
は
社
会
的
選
挙
に

お
い
て
、
さ
ら
に
ご
く
最
近
で
は
、
事
業
所
評
議
会
で
の
被
用
者
代
表
の

選
挙
に
つ
い
て
の
『
公
役
務
の
民
主
化
に
関
す
る
』
一
九
八
三
年
七
月
二

七
日
法
に
お
い
て
、
幹
部
ま
た
は
類
似
の
資
格
を
有
す
る
被
用
者
の
み
が

評
議
会
に
お
け
る
彼
等
の
代
表
者
の
選
挙
に
参
加
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ

る
こ
と
、
さ
ら
に
、
代
表
性
は
、
代
表
者
が
代
表
す
る
任
務
を
有
す
る
人

ま
た
は
範
鴫
以
外
の
者
か
ら
そ
の
委
任
を
受
け
る
こ
と
を
禁
止
す
る
の

で
、
こ
の
原
則
は
代
表
性
の
本
質
じ
た
い
に
由
来
す
る
こ
と
」
と
い
う
の

で
あ
る
。

憲
法
院
判
決
の
概
要

一
九
八
四
年
一
月
二

O
日
に
出
さ
れ
た
憲
法
院
判
決
は
、
大
学
評
議
会

に
お
け
る
教
員
の
代
表
者
の
選
挙
の
た
め
に
「
単
一
選
挙
母
体
」
を
設
け

る
高
等
教
育
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
、
提
訴
者
か
ら
主
張
さ
れ
た
教
育

の
自
由
や
代
表
性
の
原
則
で
は
な
く
、
教
員
お
よ
び
研
究
者
の
表
現
の
自

由
と
独
立
、
お
よ
び
教
授
の
独
立
を
根
拠
に
違
憲
と
判
断
し
た
。

ま
ず
、
憲
法
上
の
論
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
次
の
三
点
に
判
断
を
加

え
た
。第
一
に
、
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
「
争
わ
れ
て
い
る
規
定
は
、
教
育

の
自
由
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
く
、
一
の
公
役
務
の
組
織
お
よ
び
こ
の
公

役
務
の
執
行
を
担
当
す
る
教
員
お
よ
び
研
究
員
の
権
利
と
義
務
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
教
育
の
自
由
違
反
の
主
張
を
退
け
て
い
る
。

第
二
に
、
教
員
お
よ
び
研
究
者
の
表
現
の
自
由
と
独
立
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
、
「
教
員
お
よ
び
研
究
員
の
身
分
規
程
は
、
当
該
公
役
務
が
要
求
す
る

範
囲
内
に
お
い
て
の
み
、
人
間
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣
言
第
一
一
条
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
思
想
お
よ
び
意
見
の
自
由
な
伝
達
へ
の
権
利
を
制
限

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
示
し
て
、
一
九
八
九
年
人
権
宣
言
第
一
一
条

を
参
照
し
て
い
る
。
つ
い
で
、
憲
法
院
の
審
査
に
服
さ
れ
て
い
る
本
法
律

第
三
条
の
「
高
等
教
育
公
役
務
は
、
非
宗
教
的
で
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
、
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経
済
的
、
宗
教
的
ま
た
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
支
配
か
ら
独
立
し
て
い
る
。

同
公
役
務
は
、
認
識
の
客
観
性
を
目
ざ
し
、
意
見
の
多
様
性
を
尊
重
す
る
。

そ
れ
は
、
教
育
お
よ
び
研
究
に
、
自
由
な
科
学
的
、
創
造
的
か
つ
批
判
的

な
発
展
の
可
能
性
を
保
障
す
る
L

と
い
う
規
定
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、

以
上
の
こ
と
か
ら
従
っ
て
、
「
教
育
お
よ
び
研
究
の
職
務
は
、
そ
の
性
質
じ

た
い
に
よ
っ
て
構
成
員
の
自
由
な
表
現
お
よ
び
独
立
が
、
彼
等
に
適
用
し

う
る
規
定
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
、
役
務
の
利
益
じ
た
い
に
お
い

て
、
た
ん
な
可
能
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

判
示
し
て
、
大
学
の
教
員
お
よ
び
研
究
員
の
表
現
の
自
由
と
独
立
を
認
め

て
い
る
。

第
三
に
、
教
授
の
独
立
に
つ
い
て
は
、
本
法
律
第
五
五
条
が
特
別
の
選

任
を
委
託
し
て
い
る
教
授
に
関
し
て
は
、
「
独
立
の
保
障
が
、
そ
の
う
え
、

共
和
国
の
諸
法
律
お
よ
び
特
に
国
会
議
員
と
公
務
員
と
の
間
の
兼
職
禁
止

に
関
す
る
規
定
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
基
本
原
則
に
由
来
す
る
」
と
判
示

し
て
、
本
判
決
は
、
教
授
の
独
立
を
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ

れ
た
基
本
原
則
と
し
て
認
め
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
本
判
決
は
、
以
上
の
よ
う
に
導
き
出
さ
れ
た
、
教
員
お
よ
び

研
究
員
の
表
現
の
自
由
と
独
立
、
お
よ
び
教
授
の
独
立
と
憲
法
上
の
権
利

な
い
し
原
則
を
本
件
事
案
に
適
用
し
て
違
憲
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
本

法
律
に
よ
る
と
、
大
学
評
議
会
に
お
い
て
、
教
員
お
よ
び
研
究
員
の
代
表

は
四

O
な
い
し
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
教
授
の
代

表
は
他
の
教
員
代
表
と
同
数
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
教
授
代
表
の
選

挙
は
、
他
の
教
員
代
表
の
選
挙
と
同
様
に
、
分
離
さ
れ
た
選
挙
母
体
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
範
鴎
の
教
員
を
一
緒
に
し
た
単
一

選
挙
母
体
な
の
で
あ
る
。
教
員
の
な
か
で
教
授
は
少
数
派
な
の
で
、
教
授

の
代
表
は
実
際
上
は
主
任
助
手
と
助
手
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
そ
こ
で
、
「
教
授
回
と
他
の
教
員
お
よ
び
研
究
員
団
と
の
聞

に
存
す
る
数
的
不
均
衡
に
よ
り
、
教
授
の
独
立
は
、
こ
の
よ
う
に
設
け
ら

れ
た
方
式
に
よ
っ
て
種
々
の
観
点
で
脅
か
さ
れ
て
い
る
」
と
判
示
し
て
い

る
。
教
授
の
独
立
は
、
ま
ず
、
「
講
義
計
画
の
準
備
、
学
生
の
指
導
お
よ
び

教
育
チ

1
ム
の
調
整
に
関
し
て
、
本
法
律
第
五
五
条
の
最
後
か
ら
二
番
目

の
項
に
よ
っ
て
教
授
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
特
別
の
責
任
」
の
負
担
、
「
本
法

律
第
五
六
条
二
項
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
他
の
教
員
お
よ
び
研
究
員
の
職

歴
に
関
す
る
個
別
的
決
定
に
対
す
る
教
授
の
義
務
的
参
加
L

の
特
別
の
責

任
の
負
担
に
お
い
て
脅
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
い
で
、
「
本
法
律
第
二

九
条
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
懲
戒
機
関
の
な
か
で
、
教
授
を
審
査
す
る
任

務
を
持
っ
た
組
織
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
授
は
、
す
べ
て
の
範

鴎
が
混
合
し
た
教
員
H
研
究
員
全
体
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
選
ば
れ
た
教

員
H
研
究
員
の
代
表
者
の
全
体
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
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教
授
は
、
教
授
じ
た
い
の
投
票
か
ら
生
ま
れ
た
代
表
者
を
審
査
員
の
う
ち

に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
」
か
ら
、
教
授
の
独
立
は
一
一
層
侵
害
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

四

憲
法
上
の
論
点
の
検
討

フランスにおける大学教授の独立

ω
教
育
の
自
由

憲
法
院
判
決
は
、
元
老
院
議
員
か
ら
の
教
育
の
自
由
違
反
の
主
張
に
対

し
て
は
、
問
題
と
さ
れ
た
規
定
が
教
育
の
自
由
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な

い
と
判
断
し
て
い
る
。
憲
法
院
の
判
例
に
お
い
て
、
「
教
育
の
自
由
」

(
-
5
2・

思
母

F
E巴
m
5
5
8門
)
を
憲
法
上
の
原
則
と
し
て
認
め
た
の
は
、
私
学

助
成
に
関
し
て
、
協
同
契
約
下
の
私
立
学
校
の
教
員
に
当
該
学
校
の
固
有

の
性
格
を
尊
重
す
る
義
務
を
課
し
た
一
九
七
七
年
法
の
規
定
が
、
教
員
の

良
心
の
'
自
由
に
反
し
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
の

一
九
七
七
年
一
一
月
二
三
日
判
決
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
「
契

約
に
よ
っ
て
国
家
に
拘
束
さ
れ
た
学
校
の
固
有
の
性
格
の
擁
護
は
、
教
育

の
自
由
の
原
則
の
適
用
に
す
ぎ
な
い
」
と
判
示
し
て
、
私
立
学
校
の
固
有

の
性
格
の
擁
護
を
教
育
の
自
由
の
適
用
と
し
て
認
め
る
と
と
も
に
、
教
育

の
自
由
の
憲
法
上
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
原
則
は
、
特
に
、
一
九
三

一
年
三
月
三
一
日
の
財
務
法
律
第
九
一
条
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

九

四
六
年
憲
法
前
文
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
、
一
九
五
八
年
憲
法
が
憲
法
的

価
値
を
賦
与
し
て
い
る
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
基
本
原

則
の
一
つ
を
構
成
し
て
い
る
L

と
判
示
し
て
、
教
育
の
自
由
が
、
「
共
和
国

の
諸
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
基
本
原
則
」
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
認

め
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
七
七
年
判
決
は
私
立
学
校
の
自
由

に
つ
い
て
教
育
の
自
由
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
四
年
判
決
は
、
国
立
大
学
に
お
け
る
教
授
の
独
立
な
い
し
自
由

に
つ
い
て
、
こ
れ
を
教
育
の
自
由
の
問
題
と
し
て
捉
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
憲
法
院
が
大
学
に
お
け
る
教
授
の
独
立
な
い
し
自
由
の
問
題
を
教
育

の
自
由
の
問
題
と
し
て
捉
え
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
ゴ
ド
メ
教
授
は
次

の
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
教
育
の
自

由
の
意
味
が
、
私
立
学
校
教
育
(
巾
日
巴

m
5
5
8円
買
Zm)
と
公
立
学
校

教
育
(
巾

E
a
m口町
5
8
Z己
Z
R
)
の
共
存
に
歴
史
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
高
等
教
育
の
自
由
の

問
題
を
検
討
す
る
任
務
を
持
っ
た
一
八
七

O
年
委
員
会
は
、
高
等
教
育
の

自
由
の
問
題
を
、
大
学
の
内
部
に
お
け
る
自
由
の
角
度
か
ら
で
は
な
く
、

「
私
立
大
学
学
部
」

(
2
2
R
m印

5
5凹
)
の
存
在
と
特
権
の
非
常
に
特
殊

な
面
か
ら
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
四

六
年
憲
法
お
よ
び
一
九
五
八
年
憲
法
の
な
か
に
、
「
芸
術
お
よ
び
学
問
、
研

究
お
よ
び
教
授
は
自
由
で
あ
る
」
と
規
定
し
た
西
ド
イ
ツ
・
ボ
ン
基
本
法
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五
条
三
項
の
よ
う
な
規
定
が
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

憲
法
院
は
、
教
育
の
自
由
に
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
に
結
び
つ
い

た
よ
り
厳
密
な
意
味
を
保
持
し
て
、
教
育
の
自
由
そ
の
も
の
を
援
用
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

ω
教
員
お
よ
び
研
究
員
の
表
現
の
自
由
と
独
立

憲
法
院
判
決
は
、
「
思
想
お
よ
び
意
見
の
自
由
な
伝
達
は
、
人
の
最
も
貴

重
な
権
利
の
一
つ
で
あ
る
」
と
規
定
し
た
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
第
一

一
条
を
根
拠
に
大
学
に
お
け
る
教
員
お
よ
び
研
究
員
の
表
現
の
自
由
と
独

立
を
認
め
て
い
る
。
本
判
決
に
よ
る
と
、
教
員
お
よ
び
研
究
員
の
表
現
の

自
由
は
、
当
該
公
役
務
が
要
求
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
制
限
で
き
る

が
、
教
育
お
よ
び
研
究
の
職
務
は
、
そ
の
性
質
じ
た
い
に
よ
っ
て
、
構
成

員
の
表
現
の
自
由
と
独
立
を
要
求
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
歴
史
的
に
、
人
権
宣
言
第
一
一
条
と
高
等
教
育
に
お
け

る
教
育
の
自
由
と
は
関
連
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
「
憲
法
院

が
教
育
の
自
由
を
非
公
立
学
校
教
育
の
存
在
の
保
障
に
限
定
し
て
い
る
こ

と
を
残
念
に
思
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言

第
一
一
条
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
、
憲
法
院
に
よ
っ
て
判
決
理
由
の
同
じ

文
章
の
続
き
で
援
用
さ
れ
て
い
る
思
想
お
よ
び
意
見
の
自
由
な
伝
達
へ
の

権
利
が
、
高
等
教
育
の
教
員
お
よ
び
研
究
員
に
、
教
育
の
自
由
が
確
保
し

う
る
保
護
と
同
一
の
保
護
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
評
釈
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
大
学
に
お
け
る
研

究
お
よ
び
教
育
の
自
由
が
人
権
宣
言
第
一
一
条
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

教
員
お
よ
び
研
究
員
の
表
現
の
自
由
と
独
立
は
、
憲
法
院
判
決
自
身
も

引
用
し
て
い
る
が
、
本
法
律
第
五
七
条
に
お
い
て
、
「
教
員
H
研
究
員
、
教

員
お
よ
び
研
究
員
は
、
そ
の
教
育
の
職
務
の
行
使
お
よ
び
そ
の
研
究
活
動

に
お
い
て
、
完
全
な
独
立
と
完
全
な
表
現
の
自
由
と
を
享
有
す
る
。
た
だ

し
、
大
学
の
伝
統
お
よ
び
本
法
の
諸
規
定
に
基
づ
い
て
、
寛
容
と
客
観
性

の
原
則
が
こ
れ
ら
の
者
に
課
さ
れ
る
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
一
九
六
八
年
一
一
月
一
二
日
の
高
等
教
育
基
本

法

3
2
a
.
2広
三
民
芯
ロ
仏
巾

r
g
a
m
5
5
8円
gum『
ぽ
己
円
)
三
四
条
の

規
定
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
大
学
の
教
員
は
国
家
公
務
員
と
し
て

の
身
分
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
で
認
め
ら
れ
て
い
る
自
由
は
、

「
た
ん
に
、
す
べ
て
の
公
務
員
に
与
え
ら
れ
て
い
る
意
見
の
自
由
。
号
常
広

門円。立口一
o
ロ
)
で
は
な
く
、
こ
の
意
見
を
表
明
す
る
自
由
で
あ
り
、
か
っ
、

他
の
い
か
な
る
範
鴫
の
公
務
員
に
許
さ
れ
て
い
な
い
、
職
務
の
行
使
じ
た

い
に
お
け
る
自
由
で
あ
る
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
た
だ
し
書
の

部
分
は
い
か
な
る
制
裁
も
伴
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
教

員
ま
た
は
研
究
者
と
し
て
の
資
格
で
行
う
出
版
や
談
話
な
ら
び
に
彼
等
が

参
加
す
る
学
会
や
研
究
集
会
に
関
し
て
、
高
等
教
育
機
関
の
構
成
が
、
何

北法39(5-6・II・600)1840



ら
か
の
事
前
許
可
制
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
学
の
伝
統
に
は
な
い

と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
教
員
お
よ
び
研
究
員
の
表
現
の
自
由
と
独
立
の
根
拠
と
し
て
人

権
宣
言
第
一
一
条
が
援
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
教
官
の
独
立
の
要
求

を
、
た
ん
に
一
の
範
鴫
の
特
権
だ
け
で
は
な
く
、
一
の
人
権

E
E一件。

z-

F
0
5
5巾
)
と
す
る
L

と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

フランスにおける大学教授の独立

ω
大
学
教
授
の
独
立

憲
法
院
判
決
は
、
教
員
の
う
ち
で
も
特
に
教
授
に
つ
い
て
は
、
一
方
で

は
、
「
教
授
は
、
講
義
計
画
の
準
備
、
学
生
の
指
導
、
教
育
チ

l
ム
の
調
整

に
つ
い
て
主
た
る
責
任
を
有
す
る
」
と
規
定
し
た
本
法
律
五
五
条
が
教
授

に
特
別
の
責
任
を
委
ね
て
い
る
こ
と
、
他
方
で
は
、
特
に
国
会
議
員
と
公

務
員
と
の
聞
の
兼
職
禁
止
に
関
す
る
諸
規
定
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
共
和
国

の
諸
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
基
本
原
則
に
基
づ
い
て
、
教
授
の
み
が

教
授
の
独
立
を
享
有
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
公
務
員
法
に
お
い
て
、
公
務
員
は
公
職
選
挙
に
立
候
補
で

き
る
が
、
当
選
し
た
場
合
に
は
公
職
と
公
務
員
と
し
て
の
職
務
の
ど
ち
ら

か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

大
学
教
授
は
例
外
と
さ
れ
、
一
八
四
九
年
以
来
、
国
会
議
員
と
の
兼
職
が

認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
学
教
授
に
与
え
ら
れ
た
国
会
議
員
と
の

兼
職
の
可
能
性
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
に
確
固
と
し
て
根
ざ
し
た
伝
統
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
大
学
教
授
に
与
え
ら
れ
た
《
特
権
》
は
、
大
学
の
自

由
の
最
も
輝
か
し
い
表
現
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
学
教
授
と
国
会
議
員
と
の
兼
職
の
歴
史
的
経
過
は
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
政
憲
法
で
あ
る
一
九
四
八
年
一
一
月
四
日

憲
法
は
、
「
す
べ
て
の
報
酬
を
受
け
る
公
務
は
、
人
民
代
表
の
委
任
と
両
立

し
な
い
。
国
民
議
会
の
い
か
な
る
構
成
員
も
、
立
法
期
間
中
、
執
行
権
に

よ
っ
て
随
意
に
選
任
さ
れ
る
有
給
の
公
務
に
任
命
さ
れ
、
ま
た
は
昇
進
さ

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
二
八
条
)
と
規
定
し
て
、
国
会
議
員
と
公
務
員

と
の
兼
職
禁
止
の
原
則
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
学
教
授
に

つ
い
て
は
、
一
八
四
九
年
三
月
一
五
日
の
法
律
は
、
第
八
六
条
「
そ
の
職

が
競
争
試
験
ま
た
は
同
僚
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
推
薦
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

る
教
授
が
、
国
民
議
会
が
存
在
す
る
場
所
に
お
い
て
そ
の
職
務
を
行
使
す

る
場
合
に
」
例
外
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
般
の
公
務

員
は
上
司
た
る
大
臣
に
従
順
で
そ
の
圧
力
に
屈
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た

の
に
対
し
て
、
大
学
の
正
教
授
は
、
政
府
か
ら
の
圧
力
が
あ
っ
て
も
、
そ

れ
に
抵
抗
で
き
る
だ
け
十
分
に
政
府
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
第
二
帝
政
は
兼
職
禁
止
の
例
外
を
廃
止
し

た
が
、
第
三
共
和
政
に
な
っ
て
か
ら
、
下
院
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
一
九

七
五
年
一
一
月
一
ニ

O
日
の
組
織
法
律
第
九
条
は
、
「
空
席
が
生
じ
た
場
合

北法39(5-6・II・601)1841 
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に
、
競
争
試
験
ま
た
は
教
授
団
の
推
薦
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
る
正
教
授
」

に
対
し
て
例
外
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
こ
の
例
外
は
一
八
八
七
年
に
は
元

老
院
議
員
に
も
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
四
共
和
政
下
で
は
、
一
九
五

O
年
一
月
六
日
の
法
律
第
一
一
条
が
、
大
学
の
正
教
授
に
例
外
を
認
め
て
、

伝
統
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。
第
五
共
和
政
に
な
っ
て
か
ら
は
、
国
会
議

員
の
資
格
要
件
と
兼
職
禁
止
に
関
す
る
組
織
法
律
を
定
め
る
一
九
五
八
年

一
O
月
二
四
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
二
条
は
、
「
選
挙
に
よ
っ
て
任
命
さ

れ
な
い
公
務
の
行
使
は
、
国
民
議
会
議
員
ま
た
は
元
老
院
議
員
の
委
任
と

両
立
し
な
い
」
と
規
定
し
つ
つ
、
「
選
挙
の
日
に
、
空
席
の
生
じ
た
場
合
に

教
授
団
の
推
薦
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
た
講
座
を
担
当
し
、
ま
た
は
研
究

指
導
を
担
当
す
る
教
授
」
を
例
外
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
二
共
和
政
か
ら
第
五
共
和
政
に
至
る
ま
で
四
つ
の
共

和
国
に
お
い
て
、
ほ
ぽ
同
一
の
文
一
一
一
一
同
で
、
組
織
法
律
に
よ
っ
て
大
学
教
授

と
国
会
議
員
と
の
兼
職
が
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ト
ウ
ー

ル
モ
ン
ド
教
授
は
、
一
九
七
八
年
に
発
表
し
た
論
文
の
な
か
で
、
「
高
等
教

育
の
教
授
が
事
有
し
て
い
る
伝
統
は
、
憲
法
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
錨
を

下
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
一
九
八
四
年
一
月
二

O
日
の
憲

法
院
判
決
が
、
教
授
の
独
立
を
、
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

た
基
本
原
則
と
し
て
認
め
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
過
が
存

在
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ア
ヴ
ォ
ル

l
教
授
も
、
本
判
決
の
評
釈
の
な
か
で
、

「
憲
法
院
が
本
件
に
お
い
て
行
っ
た
推
論
は
、
結
社
の
結
成
に
対
す
る
司
法

権
に
よ
る
事
前
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
禁
止
を
、
憲
法
院
が
一
九

O
一
年
法

に
よ
り
引
き
出
し
た
推
論
と
少
な
く
て
も
同
程
度
に
根
拠
の
あ
る
も
の
で

あ
る
」
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
。

な
お
、
本
件
に
お
い
て
、
大
学
教
授
の
独
立
は
、
国
家
に
対
す
る
も
の

と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
大
学
の
内
部
に
お
い
て
他
の
教
員
層

に
対
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西

ド
イ
ツ
で
は
、
憲
法
裁
判
所
一
九
七
三
年
五
月
二
九
日
判
決
が
、
大
学
の

合
議
制
機
関
お
よ
び
委
員
会
の
構
成
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
諸
機
関
に
お
け

る
大
学
構
成
員
各
グ
ル
ー
プ
(
教
員
、
学
問
補
助
者
、
学
生
、
事
務
職
員
)

の
代
表
者
の
参
加
を
規
定
し
た
ニ

l
ダ

l
ザ
ク
セ
ン
の
臨
時
大
学
法
の
合

憲
性
に
つ
い
て
判
断
し
、
研
究
と
教
授
に
つ
い
て
の
主
た
る
責
任
者
で
あ

る
教
員
に
は
、
学
問
、
研
究
お
よ
び
教
授
の
自
由
を
保
障
し
た
基
本
法
五

条
三
項
の
要
請
か
ら
、
大
学
で
行
わ
れ
る
学
問
の
管
理
に
つ
い
て
卓
越
し

た
地
位
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
教
員
グ
ル
ー
プ
に

研
究
お
よ
び
教
授
に
関
し
決
定
的
影
響
力
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
限
り
に

お
い
て
、
ニ

l
ダ
1
ザ
ク
セ
ン
大
学
臨
時
立
法
を
違
憲
と
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
西
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
の
判
決
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
紹
介
さ
れ

て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
判
決
と
の
対
比
が
本
判
決
の
評
釈
の
な
か
で

な
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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育
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の
数
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第
一

立
法
期
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一
九
五
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九
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年
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八
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六
八
年

l
一
九

七
三
年
)
一
一
名
、
第
五
立
法
期
ご
九
七
三
年
|
一
九
七
八
年
)

一
一
名
に
な
っ
て
い
る
(
九
五
七
頁
)
。
国
会
議
員
に
選
挙
さ
れ
た

大
学
教
授
の
う
ち
、
兼
職
を
選
択
し
た
者
の
割
合
に
つ
い
て
は
、

第
一
次
世
界
大
戦
前
は
大
多
数
が
兼
職
を
選
ん
で
い
た
が
、
第
一

次
大
戦
後
は
、
半
数
の
者
が
兼
職
を
選
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
り
、

第
五
共
和
政
の
第
五
立
法
期
の
国
民
議
会
に
お
い
て
は
、
半
数
の

者
が
兼
職
を
選
ん
だ
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
九
五
八

九
五
九
頁
)
。
さ
ら
に
、
第
五
立
法
期
に
お
い
て
、
兼
職
者
の
多

数
は
法
律
家
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
当
選
し

た
大
学
教
授
は
初
当
選
の
時
に
は
政
治
家
と
し
て
の
将
来
が
不
確

定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
兼
職
を
選
ぶ
の
に
対
し
て
、
再
選
の
場
合

に
は
大
学
を
去
る
こ
と
が
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
(
九
五
九
頁
)
。

(
臼
)
回
・
、
吋
。
ロ
]
巾
ョ
。
ロ
円
四
巾
・

0
匂
・
門
戸
丹
・
・
匂
・
由
臼
・

(
却
)
回
・
吋
。
三
巾
円
出
。
口
広
m
r
o匂
・
巳
同

-
-
u
-
S印・

(
幻
)
円
。
z
u
m，白〈
O
円巾
F
F
5巾同
A
m印
-on白
-g
巾丹ロ
σ
2・a∞
口
三
〈
巾
同
1

・

凹
即
応
巴
『
町
田
・
戸
巾
凹
仏
mn-
包
。
ロ
凹
仏
Z
N
O
}
田口〈{巾円
H

也市山
k
p

・
m・
o・同
y
・

]{由市山
hF-u
・吋()由一円、
.
m，白〈。吋
mw
己
巾
門
戸
-
H
M
Y
口一
-u
・
。
℃
-
n
-
?
・
同
】
・

8
∞ー∞
ω叶
・

(n)
本
判
決
の
わ
が
国
に
お
け
る
紹
介
と
し
て
、
阿
部
照
哉
『
基
本

的
人
権
の
法
理
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
六
年
)
三

O
七
頁
以
下
が
あ
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